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ひとこと

第48号の発刊に当たって

　今年は、20世紀最後の年であるとともに、1990年代の最終年である。

20世紀の子ども家庭福祉を総括するか、90年代に焦点を絞るか、編集委

員の論議が集中した。最終的には、われわれ編集委員が実感をもって語

ることができ、また、激動ともいえるこの10年の動向を振り返り、評価

することに落ち着いた。

　実際、90年代は、わが国の子ども家庭福祉にとって大きな転換点にな

ったといえるだろう。子ども虐待の顕在化、1、57ショックに始まる少

子化の一層の進行等はL遅ればせながら政策担当者の目を子ども・子育

てに向けさぜた。子どもの権利条約の締結、一連の少子化対策の推進、

児童福祉法の大幅改正などは90年代に行われたものであり、「子どもの

権利保障」と「子育て家庭支援」は、90年代の子ども家庭福祉を語るキ

ーワードとなった。

　また、90年代は、社会福祉サービス供給のあり方をめぐる検討が進め

られた時代でもあった。それは、21世紀に向けて、分権化と契約化を基

本方向として結実しようとしている。キー概念は「自立した個人と公と

の関係の再構築」である。しかし、公、行政のパターナリズムのもとで

安閑と暮らしてきたわれわれ国民にとって、個人の自立は厳しい試練で

ある。公による十分なセーフティ・ネットが検討されなければならない。

子ども家庭福祉分野においても、サービス供給のあり方やセーフティ・

ネットの一つである権利擁護システムのあり方等について、十分な論議

が必要とされている。

　本誌が、子ども家庭福祉の90年代の到達点を見定めるとともに、将来

を展望する一助となることを願っている。なお、今号の執筆者として、

特に30歳代の若手研究者に意図的にこ登場いただいた。21世紀の新しい

子ども家庭福祉を創出する若い力にも期待したいとの、編集委員の願い

の所産であることを付言しておきたい。　　　　編集委員長・柏女霊峰
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子ども家庭福祉を振り返る

　　　　　　　　　　　ふく　　だ　　たり　　ほ

聯戦大学縮搬福田垂穂

　児童の権利に関する条約とそのインパクト

　201［｜：紀放後の年が明けた。この際1990年代のJ「・ど

も家庭福祉を国際的｜．tq内的双方の視点で振り返って

見ることは、新しい川∫紀におけるその動向と姿勢を

整える意昧でも、極めて・∬要事であると考える、，ま

たこの10年は、まさにそれに他する内容に川んだ節

llとなる年J’］でもあった。

　1924年のジコ、ネーヴ宣．t．『以来今日までに、　ll［界各

1．1｛1で児童の人権にかかわる80以ヒの法律、憲章やJi’i：

Ii『また川際協約などが制定されたという、tその集大

成ともいうべき国連「児描の権利に閲する条約」が

総会の満場・致で採択されたのは1989年11JJだっ

た／。それを受けて翌90年秋には日本の総川を含む71

人の1yl家元首やlyr相が集う「．∫・どものための川界サ

ミ　・ン　ト　［カWニューヨークa’）1〕川皇本剖～一ご1旧イ罷さオし、　1：

どものル存保護発達に関寸1る世界宣言および今世紀

末を11標とする行動、｝1’画を策定したヒで「児竜の現

状こそ1‖：界の政1台家が受けて’ltlつべき挑戦であり、

よりよい未来をすべての∫・ども遠に保障するより崇

高な．任務は他にない」とまで．㍑い切ったのであっ

た．t／ただしこの条約の批准および宣βの共体化を川

指す日本政府や国会の動きは、丁者が某社会福祉1弘1

係誌で怒りを込めてr力．外れなその国会而議を批判せ

ざるを得ない程遅々たるものだった，，ようやく158

番目の国として批准を済ませた際にも、それに伴う

’ 切の〕フ算措置および国内法改｜1・1は伴わないとのた

だし．ll｝：き付きであった，。

　しかしそれは7KクシングのLil．いラウンドで受けた

ボディプロウがじわじわと利いてくるように、ゆっ

くりではあるが確実に児巾1の人権‘！飼了の肚論を盛1戊

ヒげ、民法・少年法・児1’i’〔福制：法その他の改正気述

を醸成し、また少∫・化社会への危機意識をll奥起して

いったのであった．、，

　国際的にはこの】Of1澗、乳幼児の死亡率低卜’、母

ゴ・保健’プログラムのE・t及、庖瘡に続くポリオの撲滅

の可能性、識コ：率の向］一一などの而では見るべき成果

を挙げながらも、総体としては世界］’・どもサミ・ソト

が掲げた世紀末までの｜｜標達成は極めて1〕判lliなこと

が明らかとなり、昨年暮れには新たに2｛）15年を目標

とするアクシ三∫ン計［1．11iiの修IEを迫られた。こオ「しを2（XK）

年肪（のllト界∫・ども1”i，11：は、女・1生ペフ」’・どもに対『する「’‘’i：

iiM∫告のない吸71・」が未だに続いていると、やや悲

壮なトーンで表現している，、こう］1｝：くとすぐに、だ

からあσ）条約は発展途ヒ国向けで、わがlf］には関係

ないのだという声がヒがりそうであるが、果たして

そうであろうか。

　㍗i者はFて、児恒の権利条約のキーワードは、生

有F　・発達・保護そして参加だと．iモ張してきた，、途．卜

川における生存発達保障の次元が、まだ生物的な水

準に留まっている現実は否定すべくもない．．川」界地

図のヒでそのレベルの緊急度の向い地域を・ドすと、

それが15111：紀後’トの大航海時代から数i’「年続いた西

つ
扁



欧によるやりたい放題の植民地奪略の版図と全くiTc

なることも　・川瞭然である．．．すなわち、アフリカ、

アジアの大部分、ラテンアメリカ、南太・1え洋の’部

がそれである。日本も19111：紀末から、西欧列1・il1に倣

って領ヒ拡張を図った1．lllである，、それだけに他のい

わゆる先進国と共に、これらの国々に対し新世紀に

おける児瓶家庭福祉の充’戊ミと向［1に共同責1トを担う

義i務から逃れることは絶対にできない、．

　さらに「．i’えば、実はわが国川身がル物的ノヒ存：発三韮

では確かに最高水準国の・つではあるものの、真の

人間的生存やその基盤である家庭のウエルビーイン

グ保障において万全であるとは到底11’えないのが現

実である。ジュネーヴ宣パのきっかけを作ったエグ

ランティン・ジ．r．．ッブ女史の児1†llに最善のものをと

いう大前提に立つ心身共に：E常な発達という表現に

はin：tteriully　nnd　spirilua［［yという文字が使われてい

た，、現在それは・般にphysic↓ヒ11y　iirid　initt’eriallyと

SL）iT・iLually　and　I）1c川訓yと表現されることが多い。つ

まり身体的なものと物質的なf‖ll面、梢神的なものと

知的な側lrliを統合した生存発達をこそ、すべてのlid

竜に保障しようというのである、、

　そしてこれら統合された全人としての生存発達の

基盤として、どのように社会が変ろうともなおその

中心的社会資溺iとL「［任の所在となるのが家族であ

り、それ故に真のデモクラシーの第・歩を家庭の中

から築こうというのが、児1†〔：の椛利条約採択と’卜行

して設定された1994年の国際家族年の梢神であった

ことも忘れてはならない：，この点ですでに今日のわ

が国は、児唯と家族の双方が危機に瀕しているので

ある、またそれが、家庭の崩壊、児竜虐待の急増、

学級a．）荒廃、従来の▲フ測や川解を超え，た質の年少者

による犯罪の頻発、不登校児の激増、少rイヒの続進

などの深刻な社会病／11！現象の発現となったことは、

川民が等しく実感しているところである．．

川界のIUtirと肚刊．

　社会福祉構造変革の潮流

　それと平行して、1970年代から予見された急速な

高齢化に加え、1990年代の平成に人ると少r・化杜会

への傾斜が厚生省総務庁などの推計を遥かに超えて

進行し、それはlll：界11勺な福祉［司家から福祉社会へ、

公的扶助、年金等貨幣的給f“’ll．1心の福祉から、個人

の尊厳と1：体性の保持強化を促す対人サービスへの

力点の移行とも連動しながら国内的な社会WIけll：構造

改ll111：論を導き出したのであったttそれが一’挙に具体

的に動き川したのが、90年代であったと，一「える．．

　その萌芽は、1990年（⊂ド成2年）のいわゆる福祉

八法改IEにおいて、杜会福制：事業法の第3条の「．社

会「∬業の趣旨」が「基本理念」と変わり、社会椥祉

が限定された援護、育成または更IFの措置を要する

者への働き捌・けから、広範な国民の禍祉ニーズに対’

応する総合的サービスの提供であり、かつ住民の協

力と参加も得た個々の地域中心の営為として捉え直

されたことからも読み取ることができるcさらにそ

tLe；L1997flモ　い1勺ムζ9イ1i）　ll」〃じ省a）　1．子［会WliイIFI『業き｝

の在りノ∫に関する検司．会」の作漿となり1．．社会福祉

の基礎構造改1111：1こついて．．1の形でその而点が整川さ

れると、それを受けた中央社会Wll祉審言義会社会福祉

構造改・lll1：分秒会の検討’結果である1社会福祉基礎構

造LUK　，TT：について」の意見！L叩となった．．

　ここに登場した新しい社会ZIIけll：の［lt心Jll！念は、　ii乾

後50年続いた措置制度を｛：亥とする行政側の権威と規

制でiこ導する監、i隻的福祉サービスを、国民すべての

i：体的rいフ1的1酌‖丘を支援するヒュL－・マンサー一ビスへ

と軸足を移動させたことであろう　国および地ノ∫白

治体は、高齢少∫・化社会における福祉ニーズに応え

る公的克任の範聡を明らかにしながら、サーtビスプ

ログラムの多様な選択肢を強化し、国民は賢い消費

者として、対等双務的契約関係’と応分の自己負担に

おいて、サービスを利iljしようという姿勢である．．，

3



さらに、サービスの創出と提供主体も、これを公的

セクターに全面的に一任するのではなく私的セクタ

ー の創意と活力と財源も充分に活用できる柔軟性の

導人を図ろうとするのである。

　エンゼルプランの策定

　子ども家庭福祉の領域においては、このうねりの

中で生まれた変化の具体例として、いわゆる「エン

ゼルプラン」と児竜禰祉法改正の二つを挙げること

ができよう。

　エンゼルプランは、少子化進行への対応として、

女性の社会的進川と子育ての両立を画しながら了・ど

もの健やかな出生と成長を保障するための「今後の

子育て支援のための施策の基本的方向」の構想であ

った、、これは出産と子育てという本来私的個人的営

為の環境整備に、行政が敢えて積極的に関与しよう

としたことと、関連する文部・厚生・労働・建設の

4省が協同して策定した異例の政策であった。もち

ろんそれはそこまで切迫した客観状況があったがた

めであるが、国側の新しい問題意識の具体的対応と

して充分評価すべき変化であった、、

　特に厚生省は、直ちに保育対策の緊急5か年事業

を計両し、プランの実現に着手したe，低年齢児保育、

延長保育、緊急保育の強化、放諜後の学童クラブ、

地域一r・育て支援センター設慣などは、いずれも時宜

に適った施策であり、また後述の児童福祉法改正の

中ですでに法定化されたものもある、，

　しかし、折角・1省の横断的協同作業で1［三まれた構

想だったのであるから、他の3省も同様な緊急5か

年計画を策定実施するのでなければ、総合的全体CIC）

な効果は期待薄に終わる懸念を拭えない。無いもの

ねだりは避けるべきであろうが、住宅政策なども原

則論一・般論ではなく、有子世帯には・定平米以上の

公営住宅の優先確保や、労働政策として勘1セ子育て

4

期問に女性が一・旦退職することから生ずるいわゆる

M型ラインの解消にも、もう一歩踏み込んだ具体性

のある施策を描き出して欲しかったと思われる。

　また厚生省にしても、発足以来基本哲学を明示し

ないまま、その内容を三転四転させた児童手当制度

に関し、これを好機と捉えて根本的な理念と実体の

整理をなすべきであったと思うが、このプランがそ

れに言及しなかったのは残念であった。いずれにせ

よ、少なくともエンゼルプランに綴われた颯点施策

を作文に終わらせることなく、真に少子化社会に対

応する中核的推進力たらしめる努力が引き続き4省

に求められる。また多f・111：帯への思い切った税制上

の優遇措置なども考慮するのであれば、大蔵省も自

ら進んでエンゼルプランに関与すべきであろう。つ

まり少子化対’策を真に国家の最優先課題と位置づけ

ているのか否かの決断が問われているのである。

　児童福祉法の実質的大改正

　こうなると、マイナーなものを除くと制定後半1U；

紀を経た実質的児：竜福祉法の大改正は、一・層重要さ

を増してくる、、1992年（平成4年）以来精力的に作

業を続けた児童家庭局長の諮問機関、通称「了一ども

の未来21プラン研究会」が翌年公表した報得酵は、

明確に児童の権利保障を全面に打ち出し、そのLで

子どもと家庭を一休として捉え、特定の要保護児情

を超えて、広く全児童と家庭の子育て支援の枠組み

を提言しているところに新しさがある。しかし実は

それこそが制定当時の児童福祉i去の総則の理念すな

わちすべての国民がすべての児罷の心身共に健やか

な出Zヒと育成に責任を共Wしようとする姿勢に、漸

く一・歩踏み出したとも考えられるのである。とに

かく「次代を担う児堂の健全な育成と自立支援の

ための児敢及び家庭を取り巻く環境の整備」（厚生

省）という視野と対象群の広がりは旅かに看取で



きる。

　法改1E案は1997年（平成9年）6月に国会審i誰を

終えて公布、1998年（平成10年）4月｝こ施行された。

改IE点のハイライトの幾つかを挙げれば、まず児竜

福祉施設に、広く地域化民がJ’一どもと家庭の諸問題

にWして多面的に活川でき、また児並相談所や他の

児唯福祉施設％：9’；との連絡調整にも当たる「児1’i7：家庭

支援センター．」力羽1｜わり、児！忙｝汁宅小活1笈助’］S・．kに

「児～ir／〔1、’尺Ψ活援助事業．1が法定された．，これは義

務教育終r後、なお社会的〔1、：／：のため日常生活ヒの

援助指導を必要とする児恨の共lrl］川活’］i’　ueであるt．、

またrい冗支援の趣旨に沿ってけ」㌧寮は「．1：∫rソ｛三活支

援施設」に、教護院は「り己．1’『：ド1ウ：支」．t　h．芭ri三と」に、養

護施1没はIlr！様の趣旨に加え高齢者施ii生との混1司も避

けて1．児竜喪護施設」となり、名祢と生活指導トの

質の11i云換を図った．，また児瓶館などを活川して放謀

後児恨の健全育成を図る「放課後児／’iコ：健4こ育成事

業．．」も川えられた．，当然これらに関連する政令・省

令や舷低戊1㌧準等の改11｛も行われたのであった．tt

　しかし、今次の改lllで最も特筆すべき変化は、保

育」i：業に現われた、．エンゼルプランの策定と実施と

もからんで、保育のサービス提供i三体や）li多態の多様

化またその財源の硫保、さらには利用者側のニーズ

の変化、それらを選択する利1［1者の費川負担のあり

方を視野に収めたのは’11然であるが、Jui　M’1治体の

措置による保育から利用者i．こ体の選11〈による保育へ

の1転換が行われたのである、．tもちろん社会的保育の

利川は幼児の妓善の利益保障の視点を欠くものであ

ってはならない、．，同時にそれはf’fiてと就労の両立

という視点から、親のさまざまな就労実体や生活の

リズムに応じた選択権も保障されるべきである．．ま

たその選択をTl］’能とする充分な情報提供、公開性も

求められてくるDこれが進めばサー・ビスの質の向1’．

と選択．者側の合意に基づく費川負担の適11｛化の1‘1’能

111／　，一の児巾とitrl

性も増すことになろう。それはまた良い意味での児

ドi’｛：家庭福祉事業の民営化（いわゆるプライバタイ七

イション）を動機づけることにもなる。さらに当1［・

者の内部チェックはもちろんのこと、オンブズパー

ソン制も含むtli！“や第三者機関によるサービスの評

価の厳正化にも連動するであろう。次にはそれがサ

ー ビス提供ド体の淘汰と、行政と民問事業体との望

ましい緊張関係における契約ri勺業務をも推進する結

果を招くIlr能性をJ“iしてくる、，当而保育の実施i：体

の中心が地方ド1治体にあることは動かないであろう

カ｛、今Il」1のイ呆育1∬業で！iYtsイヒしノこ変イヒカ∨、ト既」11：の1潜

領域全般にいかに波及してゆくのかを見守りたいも

のである。

　おわりに

　太　 、i《i τ　Ii｛k 争． f麦　a）　
t
－
i：　会 トfi｝　十1｜：　、　　　才）「　 eこ

　
y己　 Il

l
’
｝
：

t
t
1
1

干11： a）　∬∫｛戊エ藁　Eよ

国際的な福‡［1：llミ1家指向と国親思狂1すなわち1．ld家の親

桶1者的W己1芭と監r護と拓L・111’まrl勺槌1策のドで、　f衣存n勺姿・勢

と自助努力に欠ける安穏さに浸っていた嫌いなしと

しなし㌔その間に前に触れたような児・1て：と家庭をめ

ぐる新しい社会病理現象が、それへの対’応の根源「1⑬

変1’1’1：を迫るまでに深刻化した’1渓も否めない、総体

として社会袖祉界におけるこの10年間の流れが、新

世紀の成熟した市民社会における国家と個人の関係

と、「1己実現の保障の方向を1トしく示「唆するものと

なることを、強く願わずにはいられない。

　最後に提ほを’つ．、冒頭の児・’i宝の権利に関する条

約は、187か国と史111i・U＼多数国がIJII盟する1｜…1際条

約となった、この際わが国も条約の原則1こ倣いすべ

ての法ll17の児ぷを18歳」ミ澗iに統一すべきである　そ

の人前提として、新川紀には17歳までに、均衝の採

れた全人的発達、rl、71と自律、個の確uZと公共の福

i・11：とa）！駕；皇、lft1引二会ヤ1汐）イf厄Eに、家庭、　j也域、”｝t：イ交、

社会のすべてが全力を傾注すべきなのである、
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90年代の子ども家庭福祉の理論動向

政策制度実践
一イギリスを中心に

特
90年代の

子ども家庭福祉を振り返る

　　　　　　　　　　　　まつ　ぱら　やす　　お

明治学献謝会剛搬松原康雄

　9〔1年代は、f・ども家庭福祉分野における政策でわ

が川、そLて諸外国で大きな転換が見られたlluUlで

ある、，その動向は、実践や理倫にも影響をり・えてい

るとともに、実践での1；果題が・定の政策変更もうな

がしてきた、、イギリスは1989年に児敢i》ミが大幅に改

｜Eされ、90年代はこの法律によって実践が展開され

るようになった。アメリカでも児1」1；虐待〕三防・処遇

法が1996年に改1ピさ才し、ll本では1997年に児．1’置福祉

法が改1．Eされている．．90年代を振り返る場合、こう

した個別の国々の改革を見る必要とともに、そこに

共通すると思われる川諭的な諜題についても整理し

ておく必要があろう．，本稿では、イギリスを素材と

して検討し、各国にもあてはめられる理論的訓と題を

「6つのP」を頭文字とする概念から整理検討するtt・

　1．パターナリズム（paternalism）からパートナ

　　ーシップ（partnership）へ

　1’・ども家庭福祉に関するサービス提供は、個人や

家族の生活に一定程度介人することが前提となる、、

この介人は、利JIJ　X一の同意を得てなされる場合と、

例えば児巾虐待支・1’策における　・部のように1司意を得

ないでなされる場・合とがある．，いずれの場合にも、

6〔｝年代末までは、社会のマジョリティが共有する価

値枠組みに基づいた援助が提供されてきていた。こ

れに、批判をつきつける形になったのがアメリカを

起点とした黒人運動であった．、この運動や、その後

展開された女性運動は社会的マイノリティの文化を

抑圧する考え方や、父椎ヒ義的な介人＝パターナリ

ズムによる介人への批判を強めていくことになっ

た。こうした社会的潮流は、生活文化の多様性（di－

versity）の．1．1：会的承1忍、これまで抑圧されてきた社

会的グループの、／：場にたった諸活動の展開をうなが

してきたt．，

　パターナリズム的な介入への批判は、ソーシャル

ワークにも影響を及ぼすことになり、80年代から90

tl’1代にかけてイギリスで、現存礼会体lllllにおける不

公’ドへのチャレンジ、サービス利用者のエンパワー

メント、個人レベルと社会的レベルでの社会変容を

中核的課題とするアンティ・オプレッシヴ・プラク

ティス（Anti－oppressive　praclice）を生成発展させる

ことになった。このウ：場からの実践は、「相違」を

i！ll：爪することが爪要であり、通常の杜会化に照らし

て、「相違」を認めず、それを1異端扱い」するこ

とは批判するべきである、、隈端扱い」することは、

［．

優れた」ものがその認めるノ∫法で決定や援助を行

うことになり、当事者の人間的、社会的、政治的権

利の否定につながるとされ．ているE／，このアプロー

チでは、’t］　・V　Z’とのパートナーシップをひとつの要

素として組み込んでいる。

　イギリスの処童法は、8〔｝年代の児敢虐待死事件（こ

関する調査等の影響も受けて成、1t：した，，この法律

は、養育者と国・地方自1〆1体とのパートナーシップ
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を川念として打ち出した。この法fドは、サービス提

供にあたっては、第・に児．1†この意見を玲重するこ

と、第Z｝．二これまでの辛Eの手蕎利にイtわって＊A　i’ζ任

（p“rcllls　responsibilitics｝という概念を暮人し、親

の任意の〔volunltu’y）サービス利川を前提として、

親とのパートナーシップを基本に据えたこと、第三

に親の法1白権能とslgl［，を地方当局に手多す場合には適

Ilこな法r・続と、完全な裁判所聴聞によらなければな

らないこと、第四に判1祈の遅れを同避するために・

定の期間内の決定やアセスメントを規定している．．

また、不必要な国の介人を極力制限し、強制的な介

人は、r’の福祉に「匡大な障害が｝：想される場合でバ

ー トナーシップを実現することがどうしてもできな

い場合に行われることになったエ．

　しかし、こうした実践や制度の動きは、90年代に

そのまま定着したわけではないt．tまず、アンテt・

オプレッシヴ・プラクティスに代表されるソーシャ

ルワー一クの「解放的」アプローチは、従来の諸アプ

ローチにと〉）て変わったわけではなく、実践でどの

ように具体化できるのか、その実効性などについて

の批判が存在している、，したがって、このアブU一

チによる実践で1，1，qVil職としてのソーシャルワーカー

を社会rlりに位置づけること、他職種との相遼を1則ら

かにしていくことは90年代を通じて実現されてはこ

なかった，、むしろ、　・方では［治療的」なアプロー

チや、「エコロジカル・アプローチ］による実践が

実際的には現場で多く川いられてきたともいえるだ

ろう．また、パートナーシップを実践場面で実現し

ていくことにも課題がある．t

　2．参加（partcipation）と権限（power）

　f・ども家庭福祉分illf・では、礼会福制：サービス全体

の動向とは別に、f・どもの手雀杓］捌㍍渡という観，‘ぱから、

tT：意的なサー・ピ．ス不1川1であっても、公的な関「∫を全

く排除することはできない↑t1IM，iがある．．、例えば、任

lll、．界の1　illとt4・M

意による施設人所であっても、人所の適否について

は公的機関の判断力｛加わることになり、養育者やr一

どもの希望だけではサービス提供はなされない．，ま

た強制的介人の場合には、司法的な判断とし・う明確

な公の意思が働くことになる，t子ども家庭福祉の分

野では、パートナーシップをうたいながらも、公の

権限のもとにサービス提供を行う場合が生じるので

ある．、例えば、児）’iτ虐待事例をめぐっては、サービ

ス提供に拒否的・」1：自発的な養育者も少なくなく、

IT・どもの生命、成長発達を守るために、養育者の意

に反して親子分離を行わざるを¶1・ない場合がある．

したがって、制度的にはパートナーシッツ’と社会的

介人のバランスをとる必要が生じてくる、．このバラ

ンスを実現するためには、rrl法乎続き過程における

養育者の）「1き議申し：、ン：ての保障とともに、養育者のセ

ルフヘルプ運動への公的助成などが必要となった．．，

また、公的保護ドにあるJ’・どもの生活についての規

制を最ノ（限緩和することも、こσ）線での動きとなる、，

バターナリズムに基づく権限行使から、パートナー

シップに基づくそれは、多様性の承認と養育者やJ’・

どもとの協同をあくまでも模索する努力を前提とする、　tt

　実践の中でパートナーシップを形成するひとつの

r法とLては、J！どもや養育者のサービス過程への

参加というノ元法がとられる．．、イギリス児i’6法の実施

状況、すなわち9〔〕年代をみると、実質的に養育者や

J’・どもの参1川を実現することは困姶が伴っているこ

とが明らかにされたc，．養育者の参加では、親r・分離

等を判断する段階でのケースカンフγレンスへの参

∫川や、親一r・分・良化後の施‘没1訪1川やワーカーとのイ妾∬虫循こ

度を例として考えることができる，、前者について、

イギリスではソーシャルワーカーが前向きに考えて

いる　・h一で、関連職種ではそれがJ’ヒ較的低いという

研究がなされている．ば、このことは、ケースカンフ

ァレ．ンスが複数職種の参加のもとに行われる場合、

親の参加が困難であろうこともF想される。この研
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究での調査対象者であるソーシャルワーカーは、そ

の55．7％が親が参加したケースカンファレンスに出

席した経験があるが、それは通常ベースで実施され

ているものではないというコメントも寄せられてい

る。このことは、89年児童法から6年たった時点で

も、親がケースカンファレンスに参加するという形

式での親の参加が実際には般化していないことを

示唆している。また、後者についての研究では、施

設入所後期聞が長くなるほど施設への面会やワーカ

ー との接触が少なくなってくるとの研究がある．㌔

　子どもとのパートナーシップ形成は、また様相を

異にする。この側面では、60年代から実践に取り入

れられてきたアドヴォケートが90年代に進展するこ

とになった。児童虚待に関する援助で、被審者である

子どもが虐待の事実を明らかにする過程で、虐待者

や援助者からさらに傷つけられることがないように

具体的な方法を含めて配慮が加えられてきた．、，．｝ど

もを継続的・安定的な養育環境におくというパーマ

ネンシーについても、それは「大人側」の判断が入る

わけであり、やはリパターナリズムとパートナーシ

ップのバランス確保、そのためのfどもの参加（意見

表明）の実際11勺保1｛1鏡が課題となる。パターナリズムへ

の批判は、それでは子どもや養育者とのパートナー

シップをいかに実現していくかの模索を開始させる

とともに、パートナーシップが実現できない場合に

どの範囲で、どのようなプロセスで社会的介人が許

されるのかの亘ll論的検討も求めていくことになった。

　3．プライヴァタイゼーション（privataization）

　　と専門職（professional）

　養育者とのパートナーシップが実現されてくる背

蹟には、子・ども家庭福祉サービスに限らず、社会福

祉サービス全般についての制度的な変革が存在す

る。それは、政府・地方自治体が直接サービスを提

供する役割から、民間営利・非営不lj団体・機関・施
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設のサービスを購入し間接的に提供する役割へ、さ

らにサービス内容の基準や水準の策定と管理や利川

者保護へと役割を変化させていく、いわゆる民営化

＝プライヴァタイゼーションの動きである。プライ

ヴァタイゼーションは、硬直化した社会福祉サービ

スを時代のニーズに即応できるシステムに変更しよ

うとしたことや、利用者とサービス提供者の対等な

関係作りを日指した反而、政府が果たすべき公的責

任を回避しているとの批判もなされている。事実イ

ギリスでは、子ども家庭福祉を含めて、社会福祉サ

ー ビスの公的関与が弱められるとともに、実際に公

的機関施設で働くワーカーの削減が行われることに

なった。この事実は、ケースロード（担当ケース数）

の増大によって、公rl勺機関施設のワーカーが任意に

よるサービスの利用者とのパートナーシップを形成

することを困難にするとともに、サービス提供に拒

否的・非自発的な親との対応についても．1’分な関係

形成をとる余裕を持たせないことになるc，またプラ

イヴァタイゼーションの流れは、専門資格の簡素化に

もつながり、ワーカーの質についても一定の低下をも

たらすことになったc，

　家族への公的介人は、児1ζix虐待だけではなく、介

人としてはソフトではあるが、さまざまな分野でそ

のすそ野を広げつつある、新保守土義は、この動き

を払拭しようと試みた。子ども家庭福刊：分野では、

新保守主義における理念、すなわち子どもは第・一・義

的に家族が養育するのであり、国家の介人は緊急時

及び了どもの安全が脅かされる場合のみであるとい

う考え方がとられた，，ソーシャルワーカーは、児童

虐待対策への弱腰という白らに対する社会的な批1…II

をおそれるあまり、効果が直殻に1」に見えない、時

閥のかかる活動、すなわちパートナーシップの形成

と維持に時間や熱意を傾けることができなくなっ

て、活動や手続きの「適法性」にのみ関心を寄せる

傾向となりやすく、さらにソーシャルワーカーの質



とIlllが低・ドしている状況のなかで、養育者とのト分

なコミュニケーションもト分確立できず、結局のと

ころワーカーは「警察の別働隊」と受け取られてし

まうという危倶すら表明されている‘川　f・ども家庭

福祉分野におけるソーシ・Vルワーカーは、．‘．川‘1］職と

しての存在証明における迷路に人り込んでしまった

ことになる，．ソーシャルワーク理論が実践のなかか

ら生み川されるものである以ヒ、この迷路はソーシ

ャルワーク理論の迷路でもあるt．，

　例えば、課題解決のために親とのパートナーシッ

プ形成にはいるかどうかの判1断は、まさにソーシャ

ルワーカーの実践ヒの判断になる，、この判断は、仮

にチ」ニックリストが存在しても、ワーカーにそれを

使いこなす力IJ：があってこそ有効なものとなる，．前

者のチ⊥ックリストについても、児・『虐待対策分野

で9〔〕年代いくつか開発されてきたものの、完全とは

いえず、個別のチtl一ックリストを使川するワーカー

側でも統・された水準がないことは、児1†［虐待の経

験がある養育者やその疑いをかけられた養育者が紺．

織するセルフヘルプ．・グループからも批判された。

　90年代はアンティ・オプレッシヴ・アブu一チの

提川はあったものの、実際的な援助内容は、利川者

とk・j．等な立場で行うなどの理念レベルのものにとど

まることになった、．また、全体的な緊縮財’政によっ

てソーシャルワーカーの解扉だけではなく、ソーシ

ャルワーカーが活川連引Cする礼会資源が枯渇さ・lrら

れたことは、いわゆる社会的ブローカーあるいはコ

ー ディネーターとしての役割を限定することにもな

った、．劇｜ii職としての権威（Autho】・ity）は、地域郎

民から承認されることもひとつの条件となる“しか

し、第：の治安要員としての見方や1’「僚制（Bし］rCauc．

T’acy）のディメリットだけが際だてば、　Lli　［”Mt£とし

ての社会的承認は得がたいものとなる，tさらに、独

自の川論構成とれ体1’i｛j介人］三段が確・γされなけれ

ば、他職種との協1司場lf｜1におけるソーシャルワーカ

1［unの児れと母刊

一 のコンピテンス（Competcnce）をi：張することも

困難である、，アメリカを中心とした子ども家庭福祉

分野におけるソーシャルワーク理諭は、90年代もこ

うしたコンテキストにかかわりなく治療的な介人と

いうパラダイムのなかで専門職としての．位置づけを

確立しようとしてきた、，　’方で、今回検討してきた

イギリスでは、治療的な介人の影響も受けながらr一

どもや家族の多様性（Diversity）tc　1）・Ei提として、養

育者やr・どものエンパワーメント　CEmpowetlncnt）

を川‘諭的にも、実践的にも実現しようとする動きが

みられた．．U本の9〔〕年代は、幅広い1’・ども家庭福祉

のニーズと社会的対’応の必要’性が認識さi．．してきたに

とどまったといえよう，，今後は、その社会的対応や

j”どもや養育者への介人のあり方が検討される必要

がある．、

il．．

t1‘Robert八‘1：11：1、，［．Lrl］11）‘，minelliト1【1」｜Mttleolm　Puyr1じeds、　l　Social　WLII・k

　（Mこ、じmilnn）｜ぴ1｝X
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キー・「ノ・・ド16つのP

　6つのPとは、Paternalism，　PartnelshiP、　Partic［ρe－

tion、　Power、　Privatarzatlon、　Protessionalを指す。従

来、H・パールマンの4つのPなど同一の頭．文字でひとつの

事象を解説することがある。今回の6つのPは、あくまでも

筆者の整埋で’あO、理諦的に定店．したものではない。把握す

べきことは、子ども家庭褐祉の制度・政策、実践、理論が個々

別々に推移するものではなく、それぞれが密擾に関連しなが

ら相互に影閤を弓えていることである。

）



90年代における制度改革とその評価

子どもの権利条約の10年と
制度改革一・域・おけ・・どもの権利保障のため・・

90年代の

子ども家庭福祉を振り返る

　　　　　　　　　　　き　　た　あき　と

酬昧学文鍬搬喜多明人

　1．条約採択10周年、日本批准5周年

　　一なにを変えたのか

　1999年H月ll寺点において、国連が∫・どもの権利条約を

採択してから丸10年、11本政府がこれを批准して5年半

たつ、この10年問に条約の出現でどれほど、∫・どもの権

利実現に進歩が見られたかtt残念ながらJ’・どもたちにと

っては、・・Pせな時期であったとはいえないように思う，，

　条約が採択された1989イトにはあの「尺安門．1’1‘件（6

戊Dが起き、また日本では90年7月に、神戊i高塚高校で

ショッキングな女1二生徒の1校門圧死1’1　P・f’i：　“　reきた、，

9Vl’一の「湾ノ1÷戦争1は記憶に新しいところであり、また

せっかく92年3月に閲議決∫Lされた「児戒の権利条約」

批准承認案件は、法改．正なLに、しかもPKO法案や金

丸1悦税」［件、政治改・1「1：法案など、［おとな社会の都合」

で何度も国会でたなざらしや廃案の憂きMに会い、よう

やく199∠1年3」］291’1に、参ぷ院本会議で円’決され、4月

2211に批准された，，

　．条約批准で光か見えてきたと思われたのもつかの間

に、1・r1年の暮れ1Ul2711には、愛41牒西1己llfで大河内沽

輝君のいじめ，Vi　1：1殺’］　t；件が起きたtt彼のr記は教育界に

衝草を与えると〕じに、その後もいじめ苦からの了・どもの

川殺’11：件はあとを絶たない，，続いて97・98年にも衝黙的

な’ji：件が相次く’．，．97年51」には、神戸須磨で起きた小学

生連続殺傷事件で男1㌧中’！〆：生が逮捕された、また98年」

月28川の黒磯北中学校における女教師殺傷事件などを契

機として、ナイフなどを使っての・連の「衝動rlり暴力．1

，if件が問題となった．．おとな社会のlll：論は、「中学犯バ

ッシング．1と厳lilnこ旋・管川主義の風潮に流れ、それに

後押しされるように／相1、川会における1少年法改IE」

川題が起きている．、987ドは「不登校10万人．ll1与代、「学

級崩壊．k　99年は「幼児虐待1問題などもマスコミで取

リヒげられた．．

　このように、このio年川は関逃する．！」i：件をみても相ri1

にネガナfプな総括をせざるをえないが、この1〔｝年、こ

のような事態にM々1’［‘．1：面して、「J’・どもの椛利．1研究レ

ベルでは、あいかわらずの”権利の実態と課題・展望の

提起”という図式での考察に明け暮れていたことに対す

る反省もある．

　したがって、実現されなかった．権利問題についての「課

題．↓の列挙は、この際他の論稿に譲るとして、ポジティ

ブな評価、この10年間のrトで那t得され、進んできた成果

を確認することに努めたいと思う、、

　そのような見地に17：ってみると、今目の壬ども問題が

深刻なだけに、これに真蟄に収り組もうとするおとな社

会の動きや］：ども「1身の動きも見えてくる，，とくに条約

発効後のここ5年川のなかでは、（1）国・法制度レベ

ルでは、　・部に関連する動きがあるものの、llにはむし

ろ．［2）地方白治体や地域の動き、（3）これを基盤と

した民川団体・NGOの動きが著しいといえる。以ド、

それらの動きを概観しておこう、、

　2．国レベルでの制度の改善

　く条約批准後の政府の動き＞

　1｜本政府は、1994年4月に子どもの権利条約を批准L

た際、現行の11iil内r・ども法制について条約と何ら矛盾し

ない（．・部留保を除き）とし、国内法の改1ビを行わなか

tO



った、．その・ン：場ゆえに、これまで条約批准後においては、

「．児巾買春、児竜ポルノに係わる行為等の処罰及び児巾

の保護x：亨に1瑚する法律：．1（1999年5i．i2〔｝ll成、：ノ：）を除き、

国内法の見直しや、フ1法政策を↓責極的には進めてこなかっ

たといえる．．，したがって、昨今の児巾福紺法の改IEや、

少年法改1ビ問題、占；少年基本法〔　）lj’少年問題審議会99年

7月答llり問題についても、111〔接的に条約の批准と連動

Lたものではない，、むしろ、政府サイドの条約的な発想

｝こ欠ける、P：tp：を、野党’り’イドでソ．d．　u一する．ヒいう1’Xl式の

中で展開されてきたといってよい、

　〈条約実施への前向きな側面〉

　これに対1して、迅〔月ll酊では、　とくにi去務省、　P，μ1し省↓こ

おいて条約実施に絡む諸施策が1；〕胃じられてきた。

　法務省の1r・どもの人権IUPI1委Ul制1度の創設（1994

年7月「㍑置巡営要6f日制定）は、国際的に進む「］’・ど

もの人椛オンブズパーソン1制度の延長にあるものと理

解されてきており、IUfE擁護委貝の原務としての限界は

あるものの、家庭・学校・福祉施1没等における］’・どもの

人権侵川に川する相li炎、救済、勧告活動の発展に寄与し

ていく‘‘r能性をもつ制度として川「1されている、」また、

ld，t㍗こ’ei　a）「’．　i・1　tr，レU　1’「ll委1．t」iliVfSt（19．　93t卜3月）1、元ノL省jl三〕欠ID

も、家庭等における∫・ども虐待の防ll：に効果を発揮する

ことが期待されている、、これまで、家庭や児童養護施設

などにおける”虐待の温床“ともなっていたといえる「体

消」については、法的なW拠のある規制ができないまま

放置されてきたが、条約19条など体罰規制の流れの‘1’t

で、今川の厚牛省通知「懲戒に係わる権限の濫川禁1ヒに

ついて」U998年2月18Ht，1’）によってはじめて、「殴る、

ける1「長rlJ…間一定の姿勢をとること1、「食，∬を’｝えな

いこと［などの体罰について規制されることになった，．

　〈条約への消極的な側面〉

　これに対して、文部’1［務次官が条蘂戊発効直前に出Lた

通知は、形式的には条約の普及徹底をうた・コている反

加、条約と現行教育法lllllとが何ら矛hfiしないこと、意見

ノミ明椎などの∫・どもの権利行仙よりも校則や学佼の方引

が優先すること、イllが代の強制は］：どもの思想・良心の

rl由に抵触しないことなど、．もっぱら、条約発効にとも

！［IYFの児巾．．ヒt：よ㍗1

なう学校への波及に対して”防戦”する姿勢に終始して

き仁

　また、外務省が、条約批准促進をねらいの一一つにした

「iT・どものための111：－tサミット」（199Lf｝二9」］）への約

束として策定した「西暦2000年に向けての国内行動1汁

画1は、レ分な実施を見ないまま放置されている。1人

権教育のための国連1－年」に関するIKI内行動計画も1・分

な成果をヒげ「たとは言い難い。

　このように、全体的に、r・どもの権利や人権について

は、政府サイドからの取り組みは弱く、これからといっ

てよい，．H本教育法学会が提言したi．・f・どもの権利基本

法※要綱．1についても、このような政府の諸施策全体に

ついての総合的な検∪．を促すtR｜1面をもっていたことに留

意すべきであろう、，

　3．自治体、地域NGO／NPOによる権利実現の動き

　く子どもの権利救済＞

　L‘氾のように、直没1仔→ナイドのjl叉り剤Lみカ㍉里々として進

まないこともあり、その1削完1として、あるいは自治

体独「1の役割の〔1覚（後述）カiら地域、自治体から取組

みが開始され始めた．．

　〔1治体関連では、いじめX）子ども虐待が深刻化してい

ることもあり、地方1’1治体が中’已・となり権利救済、相1淡

活動に取り組む動きが顕著；に見られる．．jT・どもの権利侵

；，lil：について、1999年6月より独｝，1に川膝や救済活動をllト1

始した1．川西市子どもの人権オンブズパーソン1（98年

12月条例i・lilJ定）をはじめ、東京者i～東大和ili、　Ilr支↓｝】・県lll灼句

町などで類似の制度が発足し、東京都ll野市でもM－ij度化

の動きがある．、1998年秋からは、東京都が「∫・どもの権

利救済委‘1会上を試行させ、神奈川県も同年1（）月に「1：

どもの人権相談↓に基づく［　i’・どもの人権審査会｜が活

励を開始した、．このほか、埼｝…県鴻巣rl輌、神奈川県川崎

市、藤沢市などが、］tどもの権利救済も可能なオンプス

マン制度をもち、とくに川崎市はこの「市民オンブズマ

ン」の経験を牛かして、新たな1． ∫・どもメンプズパーソ

ン1制度の創設を含む「． j’・ども権利条例」の制定〔2000

年6月条例案完成、12月制定］；定）に取り組んでいる．、
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　〈子ども権利条例〉

　川崎市では、救済制度だけでなく、子ども参加制度や

子ども施策の総合的な策定・推進・評価・監視システム

の創設を含む“総合条例”づくりに取り組んできた。2000

年2月には条例「骨．F－］が市民に向け公表され、5月ま

で市民各廟、関係機関との突合せが行われ、6月には条

例案の市長提出、ユ2月議会で成立を期す予定である。こ

のほか｝どもの権利条例関係では、すでに、中野区が「中

野区教育行政における区民参加に関する条例」〈97年3

月26日制定）を定めて、「区民参加においては、権利の

上体としての子どもの参加と意見表明の機会が保障され

る」（4条）と定めた。また、大阪府箕面市も99年9戊…1

30日、「箕面市子ども条例」を制定した。この条例は、

制度的な担保がポされていないことなど問題点もある

が、「子どもの最善の利益」の尊重（1条）、「表現の自

由と意見を表明する権利」（8条）、「子どもの杜会参加

の機会確保」（9条）、「／r・どもの人権侵害・不利益の救

済制度」（15条）などを総合的に規定している点に注目

する必要がある。なお、東京都も「子ども権利条例」制

定の動きが兇られる。

　〈子ども参加型地域づくり〉

　次に、自治体や地域NGO／NPOに共通して見られ

る取り組みの特徴として、「．F・ども参加（参画）型地域

社会づくり」があげられる。かつての「社会見学型子ど

も議会」とは異なり、将来の地域総合計画や子ども施策、

地域づくりにその意思を反映させることを目的とした

「意見表明権型子ども議会」に取り組む宮城県や川崎

1臥補岡県大野城市、滋賀県近江八幡市、愛知県多治見

市など。子ども委員とともに1・予ども憲章づくり」に取

り組んだ町田市、越谷市など、ハイティーンフォーラム

を要の・つとした「子ども白書づくり」（1．1．1野区）や、

児厳館・子どもセンターなどの建設・迎営への．Fども参

加に取り組んだ杉並区、町田）’i’iなどが注日されてきた。

また前述［1．‘野区の「区民参加条例」も「学校への子ども

・ 保護者参加」を方向づけた。

　このほか自治体関係では、子ども施策の総合化（大阪

府、中野区、11∫川市なと’］や、rどもσ）権利条約の広報
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・普及活動も活発に展開されてきた（なお詳しくは、j”

どもσ）権利条約ネットワーク編「学習子どもの権利条

約』日本評論社、参照）。

　〈民間団体、NGO／NPOの動き〉

　民間団体、NGO／NPOの動きとしては、1996年5

月末に子どもの権利委貝会に提出された日本政府報告｛！ド

に対するカウンターレポートづくりに多くの民間聞体が

動いたことが想起される、，とくに、NPOになりますま

す地域の文化活動に根を張りつつある子ども劇場金国セ

ンター、99年1月に’1］三式発足し、地域の子ども電話相談

活動の全国ネットワーク化をめざす「チャイルドライン

支援センター」、ここ数年地域の参加型権利学習、ワー

クショップで注日され、金困化してきたCAP（Child

Assault　Prevention）のグループ、地域の遊び場づくりで

注目されてきたプレーパーク・IPA（lnternational　As－

sociation　rbr　Child’s　Right　to　Play・子どもの遊ぶ権利の

ための国際協会）などなど子どもの権利実現のための市

民、民間の取り組みが活多ε化している。

　4．「地域における子どもの権利保障」の制度原理を求

　　めて

　〈自治体独自の役割〉

　今日の時点においては、すでに研究的には子どもの権

利条約実施における自治体の法的レベルでの役制論（荒

牧而人「r一どもの権利条約の実施と自治体」子どもの人

権連編『自治体でとりくむ子どもの権利条約」明イlfi1ト店、

1997年所収）や、子どもの権利実現にとっての自治体条

例の課題（野村武司「子どもの権利条約σ）実施と自治体

における課題」r月刊EX、ll998有…］2∫」所収）が明らか

にされてきている。しかも、1998年6月5日に、22項日

にわたりLl本政府に対して是」1三措雌を講ずるように勧告

された、子どもの権利委貝会勧告（「総括所見」）に対す

る日本政府の消極的な対応の現実をみれば、政府に代わ

って自治体が果たす役割はきわめて大きいといわなけれ

ばならない。とくに勧告が強調する「体罰」「子ども虐

待」「いじめ」など暴力に対する緊急な救済措撹は、待

ったなしの課題である。「．f・どもは待てない」という基



本認識から、自治体が政府に代わって了・どもの権利オン

ブズパーソン制度の媒人などをはかることなどは緊急に

求められている課．題であるといってよい，、

　しかし、以Lのような趣旨をふまえつつ、さらに「1治

体独〔1の意義を．考えていくためには、「地域における∫・

どもの権利保障」の制度原理を深めていくことカ㍉瓦要で

あろう、．

　〈家庭、学校を支える地域の再生〉

　∫・どもの権利実現は、できるかぎり∫・どもの生活の

場、身近な場での自己決定によることが望ましい。J’一ど

もの．権利実現の場として、このような原川の基で家庭や

学校が大きな役割を果たしてきたことは迂うまでもな

い。しかし、現実には、そのようなi｝巣題を背負わきれた

家庭や学校の”オーバーワーク”が、あらたな権利侵害

を生み川してきた側lrliもある，．親へのi！！l／［リ川ir｛．、ストレ

スによる］’・ども虐待、養育拒否など、学校教師への負担

加1∬、ストレスからの「いらだら型体：勒」や、「学級担

任制崩壊」とLての「学級崩壊」などなどu親への負担

り“や学校教師の9対p！）Ji］‘r，tの問題は、それぞれの内的要

因（核家族化や勤務条件など）のほか、根本lltJには、か

つて家庭や学校の不卜分さ、不完全さをつねに補い、支

えてきた1地域の崩壊」の問題から引き起こされてきた

ことをr1覚すべきであろう、、地域による人間関係的な支

えを失った家庭や学校は、それだけ、より㍑ヒ全さ」を

求められ萎縮し、1別塞状態に陥り始めている、、

　家庭や学校に対’して、それとして11」建される方策を講

じることはもとより大切であるが、それと同時に、かつ

て家庭や学校を支えてきた地域一地域の人川関係（ゴ・ど

も同1：、f’・どもと地域住民、住民1司⊥：など）の復活、再

生を図ることこそが、r・どもの権利実現の場としての家

庭や学校を小き返らせていくことになるだろう、、

結びにかえて

　一自治体とNGO／NPOのパートナーシップ

　川西1ドr・どもの人権オンブズパーソンは活動開始して

’卜年、その役割は、単純に「∫・どもの権利救済」の任．務

に終始することなく、まさに「地域のコーディネーター」

世界の児㊦と母性

役を果たしてきた（r川西市r・どもの人権オンプズバー

ソンハンドブック』73－74頁、1999年6〕．1発行）、．）t’関係

の調整と修復”、家庭や学校の子どもの権利をめく”るト

ラブルがこの活動のなかで解決され始めている。かつて

地域に備わっていた’‘地域1｜1民白治的な1弘1係調整機能”

が公的に模索されてきているといえる。

　こうした第二者によるコーディネートは、今BNPO

法のもとで発展しつつある民問1・r1体、NGO／NPOの

独lalな役割として、地域や学佼の関係づくりの・角を占

めていくことは川違いない，大阪府の・部11f町村や4U；〔

都葛飾区などでは、CAPが公nc）な補助金をうけて学校

と連携し合い人権教育を行い始めた．、文部省サイドの政

策文☆にも、「学校IL地域住民のものという観点からは、

学校開放は地域fll民の組織が自らのV｛・fEのト’、　r｜／’E的に

管川運営する」「．…さらには、地域の住民団体に管理1巫

’営自体を委託することも今後考慮する必要がある．1〔文

部省教育助成局「’liζ：校XU　fi：ll制時代の公立学校施設に閲

する調売研究協力者会議報告』1999年7）1、13頁）とあ

り、NGOの社会的役割への朋待がますます高まs］っっ

ある．．

　［’1Wt体は、その公権力としての限界性をふまえつっ、

地域のオンブズパーソン（国、自治体、市民団体等の設

置形態σ）違いがあるが｝や、NGO／NPOとのパート

ナーシップ（＝対等性、共同決定性、共同↓1（任性を含む）

の原則にたち、その連携と共同により、地域や学校再生

のためにより　・層努力することが求められているといえ

よう、．

キ・・り・・ド：子と’も条例

子どもの保護や権利保障を地域・自治体レベルで行うための

法的根拠となる条例をいう。大きく2種類の条例化が進んで

おり、一方では「保誕の対象」としての子ども観に基づき脊

少年の健全な成長、育成の促進を目的とした「肖少年．健全育

成条例」が作られてきた。］990年代に入り、子どもの権利条

約の影響下で、「権利行使主体としての子ども」観を中心に

すえた子ども支耀の条例＝子どもの権利条例が作られつつあ

る。
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90年代における制度改革とその評価

子育て支援施策
特
90年代の
子ども家庭福祉を振り返る

　　　　　　　　　　　　とち　お　　　いさお
／・Jzrtl大…i±会福祉学部搬栃尾　勲

　r一どもの第’義的な養育責．任は、保護者にあるこ

とは民法、児童福祉法あるいは児巾の権利条約にお

いても明記されているところである。．一方、核家族

化や少子化、女性の社会進川、離婚の増加等に伴い

了育て家庭の育児機能の低．ドが見られる現在、f・育

て支援に対するニーズが・層高まってきている。特

に少Jt・化が社会的に話題となってきた平成元年前後

以降、∫・育て支援にかかわる施策の充実が．眠要な行

政課題としてjl叉リヒげられており、各種の啓発活動

が展開されると同時に、エンゼルプラン等による行

政施策の推進が図られてきている、，少r時代を迎え

ている今U、∫・育て支援手．1二会を構築していくことが

国民的課題となっている。

　1．子育て支援ニーズの増加の背景

　iイiてにはさまざまな面での困難を伴うので、r一

育て家庭を物心両lriiにわたって支援することは従来

から1∬要な課題であったわけであるが、了・育て支援

の必要性が特に強、り・Vされるようになってきた背景に

は急速な少r・化の進行が影響しているものといえ

る．．」r成元年の合計特…殊川生率がlll｛和！ll年の丙午の

L58よりも低くなったことから、いわゆる1．57シヨ

ックとして話題となり、それ以来1’イ∫て支援、∫t育

てとll：事のll11泣支援、」叩fて環境づくりといった，「

襲が行政やマスコミ等の分野で多川されるようにな

・）てきている、．f・育て支援の必要性は、家庭や地域

における養育機能の低「卜’に伴い、∫・育てに対する心

理的、肉体的、経済的な負担が増大したことと関連

している、，平成3年に取りまとめられた「健やかに

r供を生み育てる環境づくりに関する関係省庁連絡

会議」の報告：！1；によると、出小率の低卜’をもたらし

た要囚として次のような指摘がなされている、、すな

わち、「女性の社会進川に1半い女性白らの経i斉力が

向ヒし、また、独身生活の楽しみが増人してきたこ

とに比し、結婚・育児に対する工：1担感が爪くなって

きたことがあげられる．，結婚・育児に対する負担感

の背景には、了・育てと仕啄∬の両ウ1支援∬こ制の不備や

教育問題、化宅問題などがあるものと与えられ、ま

た、職場iL：iC一による家庭の軽視や川定的な男女の役

割意識が依然として存在しており、こうしたことも

結婚・育処に対する負担感増人の’因となっている

ものと考えられる。」と述べられている、、

　冒頭で述べたように∫イfての第㌧i竃的な1’．｛’任は保

護者にあるが、わが川では従来からともすればr・ど

もは親のもの、親の私有物と見なす傾向が見られ

る／tこのような私物的わが∫㌧観あるいは∫・どもを川

み育てることを私的なこととしてとらえることは、

」㌘育ての孤、ン：化や負］．ilの増人↓こつながるとともに、

｝㌧育てに対’する社公的）ヒ援、公的援助の「匡要性や緊

急性についても、老人介護などに比べて低く評価さ

れることにもなりかねないわけである，、これらの∫・

ども観、r育て観が、結果的には出生率の低．ドをも
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たらす・因ともなるものと杉えられる、

　J「・どもを心身ともに健全に育成することは保護者

をはじめとする国民すべての±1ζ務であり、また、1〔

どもは次代を担うべき存在として、社会全体で育て

ていくというr・育て観のもとに、総合的な了・育て支

援体制の整備が図られることが児；i嫁庭袖祉施りξに

おける緊要な課題であるといえる、．

　2．子育て支援施策の発展経緯

　すべての児～iτの健全育成及びその福祉の積極的増

進を指向する児［‘1’｛：家庭福祉施策は、そのほとんどが

r・育て支援施策に関連しているものともいえる．．ま

た、∫・育て．支援施策は国や地方公共団体をはじめ社

会のあらゆる分野において取り組むべき課題であ

り、その前提としてJ”tiてに対’する社会全体の気運

を醸成すると同時に、各分野において取り制．むべき

施策の方向性を明らかにすることが必1茨である．t．そ

のため’卜成元年前後から∫・育て支援や∫イfて環境づ

くりに関する各桃の検司’会や研究会等が国や地方r1

治体、民間団体において設置され議論がり曼開されて

きた、．1．ulレベルでの検li」会等では、例えば、前述の

「健やかに∫・供を川み育てる環境づくりに関する関

係省庁連絡会議1が’ド成2年8月に‘没置されてお

り、厚生省においては1これからの家庭とr・育てに

関する懇淡会」やll’一供の未来21プラン研究会．．［、

また、保育制度に関しては1これからの保育所懇談

会」や「保育問題検討≦ヤ」が設けられ、児・’iτ：家庭福

祉制度や保育lllll度のあり方に関して検討がなされて

きた．これらの検討会等における提1｛’の趣旨は、そ

の後の行政施策や法川：L，S　tl｛に際しての検討素材とし

て活かされてきた、

　・ノ∫、具体的な行政施策1こついては、’1《成6年度

の児1’i’〔：家庭伺刊：｝フ算を、いわゆるエンーピルプラン・

プレリュードと称して保育」r業をはじめとして人幅

牝界の児巾と母ヤi：

な］　9？1の増額が図られている．．，また、それまでの∫・

育てti’援施策を集約する形で、’臼曳6年12月にエン

ゼルプラン及び緊急保育対’策等5か年事業が策定さ

れるに至り、r・育て支援に関する応急的な対策が構

じられてきたところである、、これらの動きは、児償

家庭福祉制度のII｝‡翫築に先行する基礎づくりの動き

であったものといえるが、これらの動きに合わせて

iitk後問もなくその基盤が構築されたL9　，W：福‡ll：法を中

心とする児竜家庭福祉ilil］度の再構築を図ることが急

務の課題となってきた。このため、平成8年3／1、

中央児償福祉審i護会のトに基イく問題部会カへ新たに設

置され、児・’i］：保育施策体系や要保護児｝‘i’ζ施策体系等

o）‘Ll　Ili］：しにつしNて／俸↓磯力sVf．J：オっオ．し、　1吋イド12）1にrllilUf・艮

告が取りまとめられているt．，この報川の趣旨を踏ま

えて、’ド成9年に児竜福‡ll：法の．’部改IEが行われて

おり、この法改IEにより保育所制度における選択利

川ノ∫式の導人をはじめ児1」i’ζ福祉施‘i生の名称改．IEや機

能の強化、児章相談体制θ）整備など、大1幅な見直し

が行われたことは周知のとおりである．，その後、少

］’・化問題をll1心として、さまざま児11r〔：家庭制‡ll：に関

する動きが見られた。例えば、総理1三宰の1少J’・化

への対応を考える有1識．者会議．1からの促ぼいi城10

年121D、1少J’・化対策推進関係181　f寮会議」の1｝Mtll　c’ド

成11年5J］）．　［少r・化への対応を推進するllミ1民会

議1の設置（同年61力、［．少∫・化対策臨ll‘と特例交付’

金1の補ll所算案へa．），i－1’Ul・rl年7月）、　II11：近では

「少∫・化対紺lli進基本万針・1及び「i勧、I」1的に推進す

べき少rイヒ対策の具体n勺実施計II｝liについて1（新エ

ンゼルプ．ラン）かそれぞれ12J，］に策定されている

これらのほかにも各分野で種々の活動が展開されて

おり、このようなプロセスをたどって∫・育て支援に

閤連する啓発活動や」し体的施策の進展が図られてき

たのである。いずれにしても、この数年川は従来に

はP想し得なか・．Jたほどのスピードで児1’lt家庭干1辞ll：
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システム全体が変動していることがうかがわれると

ころである。

　3．子育て支援施策の現状と課題

　子育て支援施策は、子どもが生まれ育つ基盤であ

る家庭に対する社会的支援を強化し、了・どもが健や

かに育成される環境づくりを推進することを目的と

しているa具体的には出産や予育てに伴う心理的、

肉体的及び経済的な負担、困難を軽減、解消するた

めの対応策ということができ、その対応策は乳幼児

に限らず児；6全体及びその家庭を対象とする広範な

内容に及ぶものである。平成6年に策定されたエン

ゼルプランにおいては、その主たる施策の分野とし

て、r・育てと仕事の両、Z支援、家庭における子育て

支援、r・育てのための住宅及び生活環境の整備、ゆ

とりある教育と健全育成、子育てコストの軽減など

があげられている。これらの具体的な施策について

は別途論述されることとなっているが、本論では主

として児童家庭福祉の分野における1㌧育て支援施策

の現状について解説することとする。

　子育てと仕事の両立支援

　夫婦共働き家庭が一・般化する中で、子育てと就労

の1而泣支援を図ることが重要な課題となっており、

そのためには傑育サービスの充実及び雇用環境の整

備とが相まって、了・育て家庭を支えていくことが必

要な要件となるわけであるL，保育サービスについて

みると、保育所の撤的整備及びサービスの種類、内

容ともにマクロ的には相当の進展が図られてきてお

り、また、児載福祉法の改il：．により入所の仕組みに

選択利用方式が導人されたことに伴い、利川しやす

い傑育システムの確立が図られつつある、，しかしな

がら、都市部を中心に低年齢児の待機児箪：が多数存

在しており、その待機児竜の解消が緊要な課題とな

っている一・方、過疎地域における定員翻れ対策も重
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要な課題とされている。入所待機の状況についてみ

ると、最近では潜在的な保育ニーズの掘り起こしも

含めて全年齢にわたって入所児童数の増加傾「（∫1が見

られ、保育所の受け人れ枠の拡大や受け入れ努力の

向Lが要請されている。低年齢児保育については、

緊急保育対策等5か年事業において平成11年度末ま

でに当初のL1標（60万人）に近い58．4万人までの受

け入れ枠が確保されたことになる。さらに新エンゼ

ルブランでは、’li・成ユ6年度までに、68万人の受け入

れ枠拡大のlil標値が設定されている。このほか低年

齢児に対する保育を推進するため、低年齢児保育促

進’］［業、産休・育休明け入所予約モデル事業及び年

度途中入所円滑化事業が行われているが、これらの

事業のニーズは高まる傾向にあり、今後は乳児の年

度途中人所をより円滑に行うため、平成12年度以降

にはこれらの’∬業を再編し、乳児保育促進等事業と

することとされている。低年齢児の保育について

は、保育所における受け入れ努力に対する公私格差

の是正をはじめ、育児休業制度の充実、人所待機対

策としての多様な経営主体の参入、家庭的保育の導

人などの動向も含めて、今後の方向を見極めていく

ことが必要であろう。一・方、平成10年度から延長保

育や＿11芋保育が延長保育等促進基盤整佃ll事業として

再編成され、保育所の自．†三び業として位置付けられ

推進されているが、平成12年度予算※ではさらに事

業の．・部再編が行われ、延長保育の・層の促進を目

指すこととされている。このほか、平成11年度から

は休［1保育がモデル的に実施されており、また、病

気回復期にある乳幼児の保育に対応する乳幼児健康

支援．・時預り事業は対象力血設を保育所へ拡大するな

どによりその促進を図ることとされている。さら

に、保育所における地域の子育て支援体制について

は、地域子育て支援センター事業や保育所地域活動

事業、一時保育などの施策があるが、これらの事業



についてはメニューの追加、事業対象の拡大等によ

り　・層の助長促進が図られることになっている。こ

れらの事業は、より広く地域住工亡に1旧かれ、利用し

やすいサービスとして積極的に」化進されることが期

待される，、特に　・時保育における私的理川等による

利川、例えば、育児リフレ・ンシュ及び障害児やJ’・ど

もが少ない地域等における体験的集M保育などに関

しても地域のr・育てsi（援、児・洞建全育成の観点から

白治体や保育所において　・層積極的な収組みカご期待

される、、これら多様な保育サービスが推進されると

ともに、育児体業制度の充実など雇用環境の整備を

図るための施策が推進されることによって、∫こ育て

とfl：’∬の両、フ1）ヒ援体t［jllが確ウ1するものといえる、；，

　他方、就学前児童の保f’f“t一ビスとは別に、放課

後児童健全育成’∬業の推進が重要な、沈題としてあけ’

られる，、この事業は、児巾：の健全育成事業の一・環と

して実施されているものであるが、小学校低学年り己

舵に対する］㌘育て支援施策としても位置付けること

ができる、、本トlf業は’び成9年の児竜福祉法の改1ピに

伴い法制化され、その位：置付’けが法律L明確にさ

れ、　・層の推進が図られてきつつある，、この事業は

児蟻：厚生施設のほか、学校閤係の施設その他地域の

多様な几会資源を活lllして、柔軟なカ’法で実施する

ことができ、緊急保育対策等5か（1’lf－　W［では’］i．　bk　1　1

年度末までに9．　，OOC〕か所の設置ll標を定め、ほほそ

σ）日標が達成できることになっている．，さらに新エ

ンゼルプランでは平成16年度までに11，500か所の整

備日標値が設シじされている，、

　保育所以外の児llε：養護施設や児竜1’い：t：支援施設、

母∫・生活支援施設等においてもその・↓〔門的機能を活

川したさまざまな家庭・地域．iJ・育て支援活動が進め

られている、，そのうち、施設の機能を利用して・時

的に児苗を支援する「r・イデー⊂支援k．LIUI不u川1．’1｜：ti」が

実施されている．この1㌧育て支援短則利川」i：業は、

11ヒ界の児ぷと母刊、

i三としてひとり親家庭に対する緊急、・一時rl勺な養育

支援を行うもので、短期人所生活援助（ショートス

テイ）事業及び夜間養護（トワイライトステイ）事

業から構成されている，，このような人所型の施設に

よるショートステイやデイサービス等による了イfて

支援施策は、今後ともその対象児巾の拡大や利用方

法に．1：夫しつつ　・層の推進が図ら］．Lることが期待さ

れる◇　また、これらのTjl．業は夜間保育や24時間．保育

を必要とする家庭に対する．支援システムとしても応

用できるものと考えられる。

　以tlのほか、労働省が進めている育児の相rl援助

システムであるファミリー・サ7ドート・センターや

全国ベビーシ・ソター協会が実施している在宅保育サ

ー ビス事業、地方白治体が実施する保育ママや家庭

保育室など、公私のさまざまな」㌘育て支援サービス

が展開されているuこれらのサービスシステムが保

育所とネットワークを形成することによって、∫・育

て家庭を礼会全体で支援する体制が悠備されること

が求められる．，これらの支援を辿じて、r・育ての負

担が解消され、真にj㌧育てに．ド手びや楽しみが感じら

れるような環境づくりの進展が図られることが念願

される。

キーソード：「重点的に推進すべき少子化対策の具体的

　　　　　実施計画について」噺エンゼル’ノラン｝

　新工ンゼルフランは、少子化対策推進閣僚会議で決定され

た「少子化対策推進基本万針」（平成11年12月）に基づき、

大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣の合意により

平成11年T2月に策定されたものである，．このフランには平成

12年度を初年度とし丁平成16年度までに正点的に推進する少

子化対策の婁ミ体的芙施計画が示されている。
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90年代における制度改革とその評価

エンゼルプラン、児童育成
計画，地、。．、ゼ。プラン）の意義と実態

特 集
90年代の

子ども家庭福祉を振り返る

　　　　　　　　　　　　　　やま　もと　ま　　み

雑蔑㌶麟認響姻山本真実

　厚生・文部一労働・建II貨4省合意に基づくエン．ゼルブ．

ラン（「今後の1㌧育て吏援〃）ための施策の基本的万向に

ついて．1、以ドエンゼルプラのは、1994年12月に発表

され、今後1（［年間のわが川におけるr・育て支援施策の基

イ軸勺フレームとしてその働きを担っていくこととなっ

た．．同時に、プ．ラン実践にあたってσ）只体的日標として

「緊急保育対．策等5か年事業（’tllaiの緊急保了「対’策等を

捌こ進するため〃）基本的．与え方川が厚生・自｛●・大蔵の

3大臣合意で発表されたt，これによって、エンゼルプラ

ンにおける厚生竹の中心的取組みは、f2（育所を中心とす

る保育サーピスの充実であることを示したuそして、エ

ンゼルブランで掲げたオールジャパンの数値Ll標を達成

していくための地域司’画1θ）策定が、翌1995年6JJに発表

された児最育成計iト（li（地ノ∫版工ンゼルプラン、以F児］市：

育成計画）として提示された、

　1．「エンゼルプラン」、「児童育成計画」の意義

　（1）エンゼルプランの背景と意義

　エンービルブランはわが国における初の「∫・育て支援大

綱」であるといわれる．／，これによって、1．1㌘育て1も杜

会的に文えていくべきこととして合意が図られ、公的支

援、杜フミ的支援の対象になる時代であるということを知

らしめた、，しかし、エンゼルプランが掲げた趣旨は、す

でに以前から各種審議会、懇談会の提パ：Ll｝二や報告1巾こ見

られていた、、合計特殊出生率が1．57を切った1990年、少

r一化に対する危機感からF育て支援に関する見体的’lr業

の実践を急ぐ動きが加速した，．1993年の［．r・供の未来21

プラン」‘‘．によって、∫・ども家庭福祉施策の骨格ともい

える’tつの基本埋念「が提示され、それらがユンゼルプ

ラン誕生の布石となっている．．この流れを引き継いだエ

ンゼルフランは、少J’・化の要川に川をilllける形の支援を

骨格として打ち出された，，特にエンゼルプランの基本的

視点としての子育て支援のための施策については、「了一

どもの利益が鹸大限尊爪されるよう配慮すること」と「社

会のあらゆる構成メンバーが∫・育てを支えるよう協力し

ていくシステムを構築すること」の：つの軸は、さらに

児1］Z育成‘i’1』111）iへとり1き継がれていく視点であり、90年代

の∫r一ども家庭福祉の特徴でもあったlJi育て支援」をさ

らに発展させていく軸でもある，

　（2）児童育成計画の意義

　19951じ7月、　「り己ド『1：ff　bk　i；1’IIIIi角芝フじ指31・」　カリU〕ic家庖三Jpj

長通知として出された。厚生省は「児征育成基盤整ll‖i事

※」として策定白治休に補助をt．tい、ニーズ把握に基づ

くd画行政を進めていくことを［．1指した．，

　児孜育成計画の：‘款義として5つ挙げられる、、　・つ日は

エンゼルプランで人枠を示したわが国の子育て支援に対

する考えノ∫を、計画策定を通してil｜治体レベルにまで浸

透させ、事※の活性．化につなげようとするところであ

る。意識の啓発は、f算をすべてのr育て家庭への支援、

子ども環境の整備に1フ算を投じることの．合意につなげて

いくことであり、r・育て支援の担いf：である職貝の資質

を高め、民問サービスなどの周辺環境を悠えることにつ

ながっていく．，　：つ日はr・育て支援ニーズの存在とそれ

の定肚的・定期的な1巴握を通して、計画的にサービスの

整備を行うヒ壌を村‘築することである。従来の措置制度

を前提とした提供者1則の枠組みに基づくメニューではな

く、利ill　Xiの1㌘育てニーズの実態に基づいてメ＝一・：t、一を

ll甜4成し、それを計画的に実践していく仕組みの構築で

ある、，三つ目は、今現イ1三「r・育てしにくい1と感じてい

る家庭・保護者に対して、またこれからr一育てニーズが

発牛するであろう家庭・保護者に対して、サービス提供

を保陪することであln　，．四つ口は、サービス提供i三体の
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11　L’　，一のLU佗．とltlel

が存在するということは、問題であろう　tttもちろん、計

画を策定しているからといって．r・どもと家庭にとって望

ましい環境が整備されているとはいえない．、計阿押の内

容や既存事業の状況にも依るだろう．また、周辺事業の取

組みにも依るであろうnしかし、少なくとも児巾育成計［山i

策定の過糧を通して、実施事業の見II’1：しを行ったはずで

あり、また庁内でヂ・どもと家庭のあり方について話しあ

ったはずであるttその内容や頻度について知り得ないが、

計画策定を通して∫・育て支援への1周心は高められたであ

ろう、．この策定率のアンバランスは、わが国における「1：

どもの育成」や1．1：育て支援」に対する合意形成のむずか

しさを小している結果であると読みとることもできる。

　（2）「計画」としての評価

　，1・i’画ll｝：のi・Ffiifiは、その「実行性」とそれによってもた

らされ．た結果、すなわち1実効性1によって評価される

べきであろう．、どんなにi？：派な計1’irliを策定しても「．絵に

描いた餅1では意味はない、，しかし、妓初の肺画［1標が

低ければ達成しやすいわけであり、　ト分とはいえない、，

四想を掲げてそれに向かって努力するというタイプの計

画のほうが、社会に対するインパクトは大きいという場

合もあるだろう．、行政計画評Wliの種類にはいくつかの杉

え」∫があるが、本稿では緊急保育対策《’｝；5か年’1渓の数

値1．1標と、策定自治体に対して実施した実態調査の結果

多様化を促し、地域におけるセフティ・ネットワークを

構築するという考え方を持ち、基盤整備を促すことであ

ts　r，そして最後に、これらのll的を通じて、結果rl勺に’「］

該r1治体の子どもと家庭に対する支援が総合的、横1析的

に実施され、f・育て家庭の負担感が軽減され、1’・どもの

育ちが保障されることである。

　また、児！iτ育成11hllliり2定指¢・i’では6つの基本的視点が

掲げられているが、その111で特に爪要であると7yえられ

るのは、「r・どもの視点1と「利川者の視点1である，．「r・

育て支援」は［． 子ども自身の育ち」の視点を肛視しなが

ら行う1了育て’r’育ち’親育ち川であり、そのこと

により、親の都合を優先した支援に偏りがちになるのを

防ぎ、1∫・どもの育ちにとって何が望ましいか」の視点

に常に留意していくことが朋待されているのである、、1利

川者の視点1は、従来のサービス提供のあり方を見なお

すものである．「多くの児IW福礼サービスは、利川にあた

って対象を制限してきたものであるため、＝一ズに基づ

き川’画策定するということもなく、既存’∬業の線ヒでし

か捉えてこなかった，　ttその意昧でも、児童育成計画にお

いて住民参加や実態姻企などに基づく利用者の視点を収

り人れる手法を積極的にとることを望まLいとした策定

指針は画期的であったといえるだろう，．

表1．児童育成計画（地方版エンゼルプラン）の策定状況1平成1凶耶月lllSUt／1

地方版エンゼルプ

ラン錐定自融数

恰籔定中｝（カ所）

自治体数

（カ．所）

策定自治体

数の割合

　（％）

地方版エンゼルプ

ラン策定自治体数

（餓定巾）（漸）

自治体数

（カ所）

策定自治体

数の割合

　（％）
北海道

20 212 9．4 滋　賀
12 50

24．o

青森
7 67 10．4 京都

4 44 9．ユ

岩．手 18 59
30．5 大　阪 16 44

36．4

宮　城 3 7】 4．2 ．兵庫 25 91
27．5

秋　田
13 69 ］8．8 奈　良 2 47

4．3

山　形
18 44 40．9 ．和歌山．

4 50
8．0

梱　島 3 90 3．3 鳥　取
11 39

28．2

茨　城 10 85 1L8 島　根 26 59
44．1

栃木
12 49

24．5 岡　山 4 78
5．1

群　馬
9 7〔〕 12．9 広　島 13 86

15．1

埼　玉
51 92

55．4 山　：口 酪
56

100．O

千　葉 17 80
21．3 ．徳　島．

3 50
6．0

東　京 24 63
38．1 香川．．

3 43
7．0

神奈川 王2 37
32．4 ．愛　媛

1 70 L4

新．潟 28 112
25．0 高．知．

5 53 9．4

富　山 10 35
28．6 福　岡 7 97 7．2

石　川 5 41
12．2 佐　．賀

2 49 4．1

福　井 5 35 14．3 長崎
3 79

3．8

山　梨 2
銅 3．1 ．熊　本

10
瑚 10．6

提　野 8 120
6．7 大　分

15 58 25．9

岐阜
18 99 18．2 宮　崎

5 44
ll．4

静　岡 38 74
51．4 ．鹿児島

6 96
6．3

愛　知 12
卵 13．6 ．沖　縄

7
田 13．2

三　重 2 69
2．9 合計

585
3，255 18．0

　2．児童育成計画（地方版エ

　　ンゼルプラン）の策定

　（1）策定状況

　1999fl’－6月jJUII、・17∬［～道af・1’

りi↓、　585｜lill｜」－村‘に」3し・’ぐd’ld｜1

策定が終leしている．これは

乍ll∫町村’数の約18％にあた

る．、表1は、厚生省資料をも

とに作成した策定率の表であ

る．．舵高は川U県の100％で、

［Ji！一内の56市町｛寸がすべて策定

を終∫している．伎低は愛媛

り，し∂）t．4％て）70ilil‖∫｛寸‘111　11∫

しか策定していない，、全体の

策定率2割弱という数字をど

のようにU価するかはむずか

しいであろうが、同じ国で100

％の1’1　ifrイ本と1．4％a）｛「1汀r体
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から考えてみることとする。

　①緊急保育対策5か年事業の数値目標の達成

　児童育成計画の策定にあたり、厚生省による補助条件

は、緊急保育対策等5か年事業といわれる特別保育事業

を中心とした7つの事項の数値目標を計画沓に示すこと

であり、この進捗をみることも1つの評価となるだろ

う。表2は、全国私立保育園連盟発行の「保育問題資料

集・ト成10年版」において、築者が行ったものを修正し作

成したものである。

　「⑤目標値に対する割合」が言1’画開始当初に設定した

目標数f直に対する達成率であるが、これによると1999年

度末に目標数値に達している事業はないことが予想され

るeもちろん、予算上は目標数値を達成するだけのもの

を確保しているものもあるため、累計された積み残し分

を消化すれば、目標数値レペルにまで達成されることに

なる（多機能保育所の整備、延長保育、放課後児童健全

育成事業）。いずれにしても計画策定に緊急保育対策等

5か年事業の数値目標は余裕で達成されたとは言い難い

状況にあるわけである。

　このことは、これらの事業項目の数値目標を盛り込む

ことを義務づけた児撤育成計画策定が意味がなかったの

ではないかともいえる結果である。しかし、児竜育成計

画の策定を通して計画的な取り組みを促していなけれ

ば、5年間で低年齢児の受人れや延長保育は進まなかっ

たであろうし、達成されていないとはいえ、一時保育や

病後児保育（乳幼児健康支援一時預かり事業）に対する

取り組みも進んでいる。目標数値に達しなかったという

事実を冷静に受け11：め、なぜ地方自治体による取組みが

進まなかったのかについて、事業実施の方法や補助の形

態、事業要件の見直しなどを検討していくことが求めら

れている。

　②個別計画にみる実施の状況

　策定補助を受けて計画策定を行った市町村と、単独予

表2．緊急保育対策等5か年事業の遼成状況

鈴：で策定を行った制町村566カ所に対して実態調査「4）を

実施した。現在、一次集計を終えた段階であるがいくつ

かの結果を紹介する。

　まず、先の緊急保育対策等5か年事業の実施状況にも

関係してくる項目であるが、厚生省の補助を受けて計画

を策定したという自治体が69，1％あるにもかかわらず、

緊急保育対策等5か年事業の日標数値を計画部に掲載し

た自治体は52．7％にとどまっており、計画i｜．ドの策定が緊

急保育対策等5か年事業の推進と必ずしも連動していな

いケースが2割ほど見られた。「計画書に数値目標を掲

載した」市町村のうち、実態調査を実施し策定指針の参

考資料に示された手法を用いたところが58．2％、実態調

査は実施したものの異なる手法で雛出したところが32．2

％であった。

　表3は調査対象となった市町村の計画型ドに』苦つく事業

実施状況をみるため、「児童育成計画に記載した事業」

と「計画部に記載されていない事※」に分け、それぞれ

を「a．実施中」「b．実施年度が［り」確になっているが未

実施」、「C．実施年度が明確になっていないが実施に向

け検討’中」を判断して回答してもらい、ポイント計算し

た結果の順位である。これからは、計画．聾｝；に盛り込んで

いる事業の種類が、自治体によってかなりの幅があるこ

とが読みとれるだろう1㌧計画沓に記i限している事業の

実施順位が高い自治体DやG（表3参照）は、児童育成

ll†薗の事業範囲が緊急保育対策等5か年事業｝こ偏ったも

のになっておらず、子ども家庭福祉分野の総合計画とし

て児童育児計画をとらえ横断的に事業を取り込んでいる

ものであるといえるであろう。反対に自治体1やB（表

3参照）などは、計画書の対象となった事業に偏りがあ

ることを示している。

　このように、自治体によって計画書に盛り込まれてい

る事業に大きな迫いがあり、エンゼルプ．ランに掲げた全

体の数値目標を逮成させるようなものになっていないば

　　　〔ヵ所1　　　（梱　かりかs計画の位雌づけも不明

〔資料｝山本真実作成（制Ul9、、Z保育1《1連盟「保TflMua資料集’1｛成10例隻版」P36衣を修‘「口

確であるという実態が明らかに

なった◇これは、法定司’画とし

なかったことによるマイナス而

が露呈したともいえるし、また

個々の自治体が「子ども」、「子

育て」、「家庭」といった対象に

対する理解と取り組み姿勢、認
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表3．計画書記載事業のぱらつき

．自

．．治
体

．．．．．一

　　　　一…

①後針瓶位．

あ輌顧祀拠て品喉泰⑭施販餌

．◎緬●に獅し烈．

な畷勘実施敵‘

A／ 1 53 18

B 2 79 11

G 3 5 70

D 4 ］ 153

E 5 29 36

F 6 51 118

G 7 2 114

H 8 80 M
1 9 126 2

J
〕0 77 16

織にぱらつきがまだまだ存在するということが明らかに

なったともいえる、，

　3．今後の展開

　児恒育成計画の意義が地方自治体に伝達できているか

どうかはわからないが、できあがった計lll11111：かレ1売みと

る限り、十分であ’・たとはいえないだろう。全国の’∬業

整備状況からもト分であるとはいいがたいようである。

　児竜育成計illllの策定を促してきた緊急保竹対策5か年

’1‘業も、1999年度をもって終．rする、，つまり、エンゼル

プランで掲げた］0年川の計画のうち前朋が終了するので

ある。厚生省は、2000年度から労働省と省庁1｝繍同｝するこ

ともあり、1999年12月に川した「丘点的に推進すべき少

r・化対策の共体的計画（新エンゼルプラン）」では労働

省や文Tr「S省の「くこ国f”どもプラン」の．’1喋項Uも併せて

数値「1標を提示した．、そして、緊急保育対策等5か年の

’∬業も引き続き拡充を日指していくという万針をだして

いる，、継続していく姿勢は評価されるが、児巾育成計画

の策定を通して見えてきた‘1［実を踏まえていく必要があ

る、，lil画II｝「の策定が始まった」li初に比べ、1∫イ「て支援1

に対する社会的川1‖イは高まっている，，また、児唖：福祉法

の改IFも行われ、社会福祉基礎構造改・1｝㌧：の動きによって

サービス提供il体も多様になってきている，．このような

背景的整棚がなさオし、少r・化対策特例交付金などの臨時

予算も組まれ、少r．化対策という名の「．r・育て支援」は

大きな潮流になっている、，

　しかし、地方白治体の取り組みは、この社会的な動き

によってもなかなか加1虫されないcそれは、財’政状況が

厳しいという経済環境に加え、乳幼児健康支援・時頂か

り事業のように、市町村’の負担分がかなり多いものにつ

IU／y“の児巾1と曝性

いては、着手できないという理山がある／G‘。今後は、対象

別計川から地域福祉計画への統合化がめざされている

が、児童育成計画もその一’つとして位置づけられなけれ

ばならない。市町村において事業整備が進まないのは、地

域によって人々の暮らしや態様が人きく異なるからであ

り、少子化対策＝出Zk率の向上ばかりを掲げることでは

私たちのlil常生活や自治イ本の業務レベルとのllUにある差

をうめることができないのである。そのためにはまず、都

道府県lll．両と制llr村計画の関係を整川しなければならな

いが、今後のJr’ra’として都道府県のくくりでなく、同じ地

域性、生活迎向、傾1句など、ある程度のエリアやブロック

別に、緩やかな1－1標を1没定していくことも」「業推進を促

すかもしれないeもちろんその場合には」「業項！．1別に厳

密に設定されたr．算枠ではなく、ブロック予算として柔

軟に対’応できるイ1：組みを持たなければならないだろう．，

　いずれにしても、児漬育成rll画を策定した自治体が全

体の2割弱にすぎず、また策定した自治体においても数

f直目標を掲げていないという実態からも、緊急保育対策

等5か年’1［．／meの整備状況が11標数他に達していないこと

は説明できる．，日標数値を連成するためには、まず地方

目治体の計画策定を義務づけ、国がその内容と実施状況

の評価を定期的に行なう必要があると思われる。

｝
．
i
；

‘II）1たくまLいr・「旦、あかるい家庭、　t，WJとX・さしさに｛泊ちた］也虹屹↑L会を

　めさ「ゴ．1’21プ’ン研究会．1till‘；・1‘1二

ほX］ル∪巾東庭施策のft・iH化、②∫・育てに川する家庭と十i、のバー．トナ．一シ

　．戸〆，〔④権利i三体とLてのr・どもの位阻づけ、④京庭・地域れ会を戊1㌧盤

　と’∫「る多様かつ総．合自勺な施；∩の推肚，のdつがJLと．もヒ家庭に1」する上

　援に閲するjs．本理念とLて提ボされた．

‘r《‘lll‖旅文げr「第IF5　r・と’もぷILIi“‖〃，杉えノ元」、号1’1沈’荘山k・111elE，上i古vadi著．

　［～∫「．しL、」’．と・も゜哀「江席lttll「，　ミ　：“－JレFソア‘41，戊ノ∫、　1996、　P：（，

川下者が参加Lている児巾環境づく　パ∫．総合，SI杏｛lil’“U’ll烹［児巾育成lihll’1

　1」deJi版．】．ン．ピルゾラン｝の実施状況と策定」尺況に関する研究（1二任研

　究者‘11’IV一英r－）1に才iL・『1’∫ミ｝‘しノニ」ミ顛スIW，jデfi．　［iili［1・ua3・ICI　Ltiv．　O　W）　、’だ

　施時1∬口．ilgS）9fl：9　．　IOjl

l5）今IlllのF凋frでは’lf・liil［：全国のlli．［り｜i，tl．からRX）llllをランダムにビ．ノクァノブ

　［‘、盛り込人〔いる虫業の∫lll出を行い、それらのW梁を槻伜で心ねている．

．：い礼幼児阯康文援　．』‘川かり’P※は、手1川1者負川いノ2、残りの1／2を

　川・那i首府県・：lila［∫｝d．が1／3’．1’”．，臼lll寸るこヒにな・）ているが．．F朋1

　者かいない場合の｛’1川‘人f1‘費や施1‘2費te　1はll川Hが川代わり1’なけ

　れLrなら寸’、，ri』1∫．村．負｛IIがノミきくな㌶、ため、．

　キーワード：保育ニーズ（保育需要）

　　子どもが適切な保育を受けることができない状態におかれ

　ている場合、保育の必要性の興・璽を客観的に示す概念。一

　般に保育ニーズには潜在的なニーズと顕在的なニーズがある

　と昌われ、保育所利用の対象となる「保育に欠ける児箪」と

　して保育所待機児遼となっている場合は顕在的なニーズを恩

　味し．保育に欠ける児璽の定義には当てはまらないが、実際

　に家庭での保育が困難になっており、保護者が保育サーピ．ス

　を利用したいと意識している等を潜在的ニーズと理解する。
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90年代における制度改革とその評価

児童福
と課題
祉法改正の到達点

．・

特． 集
90年代の

子ども家庭福祉を振り返る

　　　　　　　　　　　　　　たけ　なか　てつ　　お
1・1　」Sts　bl大学3・1・会柵学部教授竹中哲夫

　1．児童福祉法改正を振り返る

　L997年6月、児1†［福祉法iま制定50fFの節日におい

rご］〈lllt‘i｝こ己1〔［E（第50次改1じ）　され、1998年4）1111

より施行された，、改IE児～i文福祉言2ミ（以ド、法と1略す）

のじな1勺容を紹介し検詞’するu

　（1）保育所関係の改正

　法24条は「ll川∫村は」、保育に欠けるYd　’rL／’1につい

て1保護者から申込みがあったときは、それらの児

れを保育所において保育しなければならない」（川

込みに基づく保育義務）と定めている，．従来の「保

育所への入所の措置｜は「1身（育の実施」と改められ

「川置」という川語は削除された、．つまり「保育措

置制度」が廃1トされ「保育の実施」ともいうべき制

度が新設された，．厚生省はこの制度において、将来

的には年齢等に応じた「均・保育料」をIH‘旨すとし

ているが、社会福祉のあり方の問題として今後議諭

を呼ぷであろう、

　（2）児童相談所関係の改正

　法27条はぶlll刮1二県1川1〔実務ヒは児刷1談1狙む

は、施設入所等の措置の決定才5よびその解除等にあ

たって、1政令の定めるところにより1「都道府県児

竜都祉審議会の意↓↓を聴かなければならない1と定

めている　また法8条5項は、都道府県児柏1辞lL術

議会（都道府県によ’・ては地方杜会制fll：審議会）は

「第27条第8項に規定する措置に係わるHll道府県知

‘∬の諮問に答えるものとする」と定めている．，この

制度によって「児恨相談所の人所措置等の決定の～1∫

門性及び客観性の向1’．を図る」とされている（1．改

］F内容に閲するk要問答1厚生省イf料、1997年）が、

この制度への過度な依存はかえoて児ド［i：相談所の．il

体的ノ州：を弱体イヒさせる懸念もある．

　（3）「放課後児童健全育成事業」の新設

　従来の学～1｛：保育戌父課後児’li：対策’∬業一児苗：クラ

ブ）は、今川、放課後児ドli：健全了「成’1川6として法6

条の2（’∬業）に位置ついた◇対象児竜は「おおむ

ね10歳未満」に限定された、tまた、市川r村は「何」［

業の利川の促進に努める」（法21条σ）IDこと、［li

町付その他は1放訳後児rix健全育1戎’ll：業を行うこと

ができる1〔法34条の7）ことも定められた、．

　（4）「児童自立生活援助事業」の新設

　従来のrいン1川談援助」［業（［”1　1｛t：援助ホーム1｛よ、

Y，i　＋Lill　1’1～フ1生活援1功」［業として法6条θ）2に位：置つい

た、、

　（5）乳児院

　対象児～∬について乳児のほか「保健1’．その他の理

川によ［・）特に必要のある場合には、おおむね2歳未

満の幼児を含む」と改1じされた（法37条参照）．

　（6）母子寮

　1け1’・小沽支援施1、儂」と改称され、目1’白に、人所

者の［日立の促進のためにその生活を支援するこ

ソ
】ハ！
］



と」が加えられた（法38条参照｝、、

　（7）養護施…窒

　［児1†〔養護施設」と改称され、目的に、児砂の［1’1

、フ1を吏援すること」が加えられた（法4」条参照L．

児・’rll養護施設の日的は、改1卜条文では1養護し、あ

わせてそθ）自、）’．を支援すること1と表現されてい

る。［自、フ1を支援する」ということ［1体は、従来の

1養li隻する」の枠組みを広げ、援助内容を豊かにす

る11J’能性を持っていると解することができる（キー

ワード参照）、．

　（8）教護院

　「yid　“i’／／ドいン：」ξ援施i；刎と改称され、　l　l的に従来の

「不良行為をなし、又はなすおそれのある児巾」に

加えて「．家庭環境その他の環境ヒの理由により生活

指導等を’其する児剛を「人所させ、又は保滋者の

ト’から通わせて、個々の児巾の状況に応じて必’要な

指導を行い、そのドいン：を支援する1ことが加えられ

た〔法44条参照L，人所叩の児償の就学施務につい

ても明記された（法48条参照）、

　（9）情緒障害児短期治療施設

　「おおむね12歳未i［81」とする入所（通所1対象児

権の制限規定が削除され（法・13条θ）5参1照）、かつ

満20歳まで在所できることになった（法31条2項参

照｝　また人所叩の児巾の就学龍務についても明記

された（法48条参照），，

　（10）虚弱児施設

　虚弱児施設を規定する法文そのものが削除され、

児小養ほ施設に移行する（「児爪養護力缶F没とみな

すDことになりた〔［li，1　“iii．：畑¶1：法＾：ぐ；の・部を改r同一

る法律案要綱［参照）、

　（11）「児童家庭支援センター」の新設

　1児♪iコ：：家庭支援センター］は、新しい児～iτ福祉施

設であり　（法7条参照）、「．地域の児巾の川・祉に関す

llt界の児tiと1貯1

る各般の問題」につき1．相談に応じ必要な助、．川な

どを行い「児1’Ill福祉施元斐等に附置する」とされてい

る（法姻条の2参照）．、児最相談所の指」淳の’部を

行わせるあるいは委託する施設としても位ll’／／づけら

れている（法26条θ）1、法27条の1参照）［、

　（12）「関係地方公共団体等の連携」について

　今回の改1じ法では福祉の措置や保隙を適切に進め

るために地方公共団体が「相．∬1：に連絡および調整を

図らなければならない．」ことが定められた｛．法56条

の6参照），，

　2．児童福祉施設最低基準等の改正の概要

　児童福祉法改11：に関連して、1998年4月までに、

児苗：禍祉法施『．∫令、同施行規則、児d｛：福祉施設1｛之低

ノ1㌧準等の・部が改d：された。次にこれらの政省令の

改lllの‘要点を示す．．

　（1）保母の名称を男女共通名称である保育1：に

改める（施行令等〉。実施は、1999年4月1日であ

る、，

　（2）IE　，ii・1．　1’1　，lt：支援施‘｝kLの教護は、1児1置自・：’二支

援IJ∫［門U」に、教母は女Jiに制限する規定を廃ILし

1児散生活支援↓1」とする　（施行令等｝．．

　（3）児恨福祉施》｝麦の長は、人所11；の児1’1｛：に対し

徽戒する際、［身休的t㌔1：痛を’j・え、人格を辱める等

その権限を濫用してはならない」こととされた〔放

低基派）、，

　（4）児1†C養護施膓｝貨等の川室の面積が、1人につ

き［1従来の2．471｜f▲止1」から）3．：3m’以ヒにり1きヒ｛r

られた（最低几準｝、、

　（5）児1†ばミ波施li2等について、児∫＞i’1：の自立を文

援すること、家庭」是境の型・’整を行うこと、w係機関

ヒ密接に連携することなどが加えられた（最低基
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　（6）児童家庭支援センターに、「支援を担当す

る職貝」をおかなければならないこと、またその職

員は法1ユ条の2（児童福祉司の資格）各号のいずれ

かに該当するものでなければならないこととされた

（故低基準）。

　以．ヒの改正には、懲戒権限の濫用を禁止したこと

など積極的な改liEも含まれているが、現場からの要

望が強い入所施設の職貝配置基準の見直しがなかっ

たことは、大きな課題を残すことになった、、

　3．児童福祉法「改正」をどう考えるか

　　一これまでとこれから

　児竜福祉法改正問題は、多様な論点が含まれてい

たeそのため多くの関係団体や研究者が多様な角度

から議論を展開し、それぞれの立場から厚生省に向

けた要望活動をしてきた。

　筆者は、今回の法改正に先立って、今nの児敢福

祉問題の実情および「子どもの権利条約」「図際家

族年」などの国際的な児童（家庭）川題理解の到達

点から児童福制：法を顧みるならば、制定以来50次に

近い改訂をふまえてもなお次に例示するような多く

の改梓課題があることを指摘してきた。

　①全体としての権利規定の明確化と権利保障を確

実にするT：続き規定の明示

②子どもの権利擁護のための組織・スタッフ（．r・

どもの権利オンブズパーソン）の設置

③児童相談所および関連相談機関磯能）の充実

と改：lllll：

④児童福祉施設（保f洞1を含む）の充実および児

lil福祉施設体系の改革

　⑤心身障害児の地域療育休制の整備と必要な施設

の創設

　⑥措附制度・措描費1団度の改善・充実
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　⑦児童福祉職員の資格制度の整備

　⑧児並福祉施設1雌U脚ぴλ生省令）の法定化

　⑨里親制度の充実・改善

　⑩児童手当法と児童福オll：法の関係の整理

　⑪学童保育（児童クラブ）の法制化

　⑫白立援助ホーム（事業）の法制化

　これらの諸課題は今回の児童福祉法改正の中で着

手されたものもあるが、着乎されていないものも少

なくない。着手はされたものの、蒲手のされ方が児

童福祉関係者の期待する方向とは相当異なってお

り、新たな課題を生み出した部分もある。「保育制

度の見直し」に関して厚生省は、この法改正により

措i蹴制度は廃止したとし、保育料も均一・化の方向を

目指すとした。虚弱児施設の児巌養護λ‘設への移行

も、法改lEに先立ってまとめられたrll央児童福制：審

議会基本問題部会「1．1）聞報告」（1996年ユ2月）にな

かったことであり驚きをもって受け1ヒめられた。放

課後児童健全育成事業と児童自立生活援助事業は法

定化されたものの「法6条の2（事業）」に位置つ

いた。「事業」の運営基盤をどう確保するのかとい

う課題を残した。また今回の法改正で「児童家庭支

援センター」が新たな児童福祉施設として創設され

た。児童家庭支援センターのあり方ともかかわっ

て、今後の児童相談関係諸1幾関や施設のシステムの

あり方が問われている。児童福祉施設肢1氏基準の改

正も、長い間の懸案事項を一1’分解決するものではな

く今後に課題を残した、、

　ところで厚生省は、今回の児童編祉法改正問題を

「駅伝方式」で取り組むとしている。そうでなけれ

ば多くの積み残し課題を解決することはできない。

ただし、児苗：福祉法改IEの将力ぐに楽観を許さない動

きが浮」二した。「』1：会福祉基礎構造改革にもとつく

社会福祉事業法等の改ill問題」である。1999年8月



10【1には「社会福祉の増進のための関係法律の整備

等に関する法律案（仮称）制定要綱」が発表されて

おり、2000年の通常1］《1会に改il三法案が提出される可

能性が高いp以．．ヒを踏まえると児童福祉関係者の課

題は次のように整理されると思う。

　（1）今［∫‘1の児1置福祉法改］llの内容を中児審基本

旧題部会の審議経過および原生省の各機会の説明、

国会審議などを踏まえて解明すること」，なお［保育

措置制度の廃11二．1問題については、その評価をめぐ

って関係者の固に多様な意見がある。筆者は、措概

制度を継承し改肖することが望ましいとする立場か

ら、公的責任が・歩後退したと評価している。

　　（2）今回の改lll児竜福祉法の検討を基礎に、さ

らに将来の児苛：福祉法改正にむけて、児償福祉の実

態をふまえた総介r1勺な改善案をまとめ長期的な視野

で取組みを進めること、，そのためには、広く児．巾福

祉の現場関係者や研究・運動［II「1体、研究者などがこ

れまでにまとめた見解や要望片を活Alすることと合

わせて、参議院1享生委貝会と衆漆院厚生委貝会の児

爪福祉法改｜1：i／t’案に対する附帯決議（1997｛1ヨなど

も活用し、共同の研究を進めることが求められる．．．

　　（3）特に》UI’1〔：福《11：現場（児1†〔：福↑il：施設や児竜＋ll

談所など）では、今回の法改正によって現場のあり

方がどうなるのか、仕事の進め方はどうなるのかを

検討’し、新たな将来構想づくりを進めるなど、児酸

福祉を前進させる方向でノr回の法改lllに対処する必

要がある．．

　　（4）児‘‘i’i：福祉法改ll三問題とかかわって、社会細

祉’F業法等の改LE問題を検司．〔ξ’る必要がある．．措置

制度のva　lh：しは、’li面、助産施1没と母r・生活支援施

設を保育所方式に変えることを除くと、他の児竜福

祉施設には及ぱないようである．しかし社会福祉基

礎W㍑口改ll111：のねらし・カヨ昔置1聞｝庄のtli’；i；・・厚ξ1ヒと不il川

1晦界σ）児巾とIWI．．

契約制度の導人にあることは明らかである。他の児

rli：福祉施設の措伊f制度も遅かれ早かれ見ili1：しの波を

受けるであろう。

　おわりに

　ここで児竜福祉の今後のあり方に関する筆者’の期

待を示す。1つは、現行児竜福祉法lllll度を、その到

迷点を維持し、「∫・ど｛）の権利条約」などをふまえ

てさらに改善することである、、2つは、現代の∫・ど

もたちの多様なニーズを前提に、児竜相談ネットワ

ー
クや児1」i7：福祉施設体系を允実させることである．。

特に児箪：相談所は、児童虐待相談の増加などに伴い

そのあり方が問われているが、「児蛍相談所迎営｝旨

針」にあるように、地域住民に浸透した総合的な相

談援助活動ができるように増設・充実する必要があ

る。3つは、家庭、学校、児童福祉施設などで、r・

どもたちが体罰・虐待その他の人権侵書を受けるこ

とのないよう、稚極的な人権保障の制度を植1’、Zする

ことである，，t第：三者的公［Eさを保持したr・どものた

めのオンプズバーソン制度をウzちLげることも求め

られるt．，4つは、児童福祉各分野に貢献する職▲．工・

従’］・f・8’の確保、養成、待遇の改善を図ることである。
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キーワー’1・’1自立支援・自立支援計画

　今回の児褒福祉法改正では「目立支援」が浮上し、児撤猫

滋施設等の「自立支援計画」が課題となった．範者は子ども

の「臼立を支援する．」とは、子どもたちの生活全般の援助を

含む成長・発達の援助と家族関係・社会関係の支援を含む活

動であると考える。その懲味から「自立支援計画」とは、乳

幼児から宙年期までを展望し、施設議誕の実践全体にわたり

継続的に取り組む課題の整理であるといえる。高校進字保阿

b「自立支援計画」に位置つく大切な課題である。
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